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非医療従事者による自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用について 

 

 

救急医療、特に病院前救護の充実強化のための医師並びに看護師及び救急救

命士（以下「有資格者」という。）以外の者による自動体外式除細動器（Automated 

External Defibrillators。以下「ＡＥＤ」という。）の使用に関しては、平成

15 年 11 月から、「非医療従事者による自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用の

あり方検討会」を開催し、救急蘇生の観点からみた非医療従事者によるＡＥＤ

の使用条件のあり方等について検討してきたところ、このほど別添のとおり報

告書（以下「報告書」という。）が取りまとめられた。 

非医療従事者によるＡＥＤの使用については、報告書を踏まえ取扱うもので

あるので、貴職におかれてはその内容について了知いただくとともに、当面、

下記の点に留意いただき、管内の市町村（特別区を含む。）、関係機関、関係団

体に周知するとともに、特にＡＥＤの使用に関し、職域や教育現場で実施され

る講習も含め、多様な実施主体により対象者の特性を踏まえた講習が実施され

る等により、ＡＥＤの使用に関する理解が国民各層に幅広く行き渡るよう取り

組みいただくほか、非医療従事者がＡＥＤを使用した場合の効果について、救

急搬送に係る事後検証の仕組みの中で的確に把握し、検証するよう努めていた

だくようお願いする。 

 

記 

 

１ ＡＥＤを用いた除細動の医行為該当性 

 心室細動及び無脈性心室頻拍による心停止者（以下「心停止者」という。）

に対するＡＥＤの使用については、医行為に該当するものであり、医師でない

者が反復継続する意思をもって行えば、基本的には医師法（昭和 23 年法律第

201 号）第 17 条違反となるものであること。 

 



２ 非医療従事者によるＡＥＤの使用について 

 救命の現場に居合わせた一般市民（報告書第３の３の（４）「講習対象者の

活動領域等に応じた講習内容の創意工夫」にいう「業務の内容や活動領域の性

格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定されて

いる者」に該当しない者をいうものとする。以下同じ。）がＡＥＤを用いるこ

とには、一般的に反復継続性が認められず、同条違反にはならないものと考え

られること。 

 一方、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の

対応をすることが期待、想定されている者については、平成 15 年 9 月 12 日構

造改革特区推進本部の決定として示された、非医療従事者がＡＥＤを用いても

医師法違反とならないものとされるための４つの条件、すなわち、 

① 医師等を探す努力をしても見つからない等、医師等による速やかな対応

を得ることが困難であること 
② 使用者が、対象者の意識、呼吸がないことを確認していること 
③ 使用者が、ＡＥＤ使用に必要な講習を受けていること 
④ 使用されるＡＥＤが医療用具として薬事法上の承認を得ていること 
については、報告書第２に示す考え方に沿って、報告書第３の通り具体化され

たものであり、これによるものとすること。 

  

３ 一般市民を対象とした講習 

 ＡＥＤの使用に関する講習については、救命の現場に居合わせてＡＥＤを使

用する一般市民が心停止者の安全を確保した上で積極的に救命に取り組むた

め、その受講が勧奨されるものであること。 

講習の内容及び時間数については、報告書別紙の内容によることが適当であ

ること。 

なお、講習の実施に当たっては、受講する者に過度の負担を生じさせること

なく、より多くの国民にＡＥＤの使用を普及させる観点から、講師の人選、生

徒数、実習に用いるＡＥＤの数等を工夫の上、講義と実習を組み合わせること

により、概ね３時間程度で、必要な内容について、効果的な知識・技能の修得

に努めること。 

 講師については、報告書第３の３の（２）の公的な団体において、関係学会

の協力を得て作成するものとされている非医療従事者を対象とした指導教育

プログラムの普及が図られるまでの間は、関連する基本的心肺蘇生措置及びＡ

ＥＤの使用に関し十分な知識・経験を有する有資格者とするものであり、関係

団体等に協力を要請し、その確保に努めること。 

 



４ 効果の検証 

 非医療従事者がＡＥＤを使用した場合の効果について、救急搬送に係る事後

検証の仕組みの中で、的確に把握し、検証するよう努めるものとし、その際、

「メディカルコントロール体制の充実強化について（平成 15 年 3 月 26 日付消

防庁救急救助課長、厚生労働省医政局指導課長通知）」により、庁内関係部局

間の連携を密に、事後検証体制の確立に引き続き努めること。 

 

５ その他 

（１） 報告書の内容を踏まえ、指導教育プログラムが取りまとめられた際等

には、必要に応じて追って通知するものであること。 

 

（２） 関係省庁、関係団体、学会に対しては、当職より別途通知しているも

のであること。 

 

（３） 非医療従事者によるＡＥＤの使用条件については、事後検証の結果等

に基づき、講習のあり方等について適宜、見直すものであること。 

 


